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市役所からのお知らせ

市県民税・国保税の申告が始まる前にご準備を（2月 17日から）
税務課　☎２２－３１４８　お５５－３１４８

　
成
25
年
分
市
県
民
税
・
国

民
健
康
保
険
税
の
申
告
が

２
月
17
日
月
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
広
報
あ
そ
２
月
号
な

ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
日
程
表
を

ご
確
認
い
た
だ
き
、
必
要
な
書
類

を
持
参
の
上
、申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　
申
告
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
人
　

　
平
成
26
年
１
月
１
日
現
在
、
阿

蘇
市
に
住
所
が
あ
る
人
で
次
に
該

当
す
る
人
な
ど

▽�

営
業
、
農
業
な
ど
の
事
業
収
入

や
不
動
産
収
入
が
あ
る
人

▽�

国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て

い
る
人

▽�

給
与
所
得
が
２
ヶ
所
以
上
あ
り

年
末
調
整
を
し
な
か
っ
た
人

▽�

報
酬
、
料
金
、
契
約
金
及
び
賞

金
等
の
支
払
を
受
け
た
人

▽�

医
療
費
控
除
等
の
所
得
控
除
を

受
け
る
人

▽�

肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
農
業
所

得
の
課
税
の
特
例
を
受
け
る

人
▽�

家
内
労
働
者
等
の
事
業
所
得
等

平

(

検
診
員
・
保
険
外
交
員
な
ど)

の
所
得
計
算
の
特
例
を
受
け

る
人

▽�

住
宅
ロ
ー
ン
税
額
控
除
を
受
け

る
人

　
申
告
を
し
な
か
っ
た場合

は
　

▽�

所
得
証
明
書
な
ど
の
交
付
が
で

き
ま
せ
ん
。

▽�

国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
の
軽
減
措
置

が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

▽�

そ
の
ほ
か
、
市
営
住
宅
家
賃
や

保
育
料
の
算
定
な
ど
に
支
障

を
き
た
す
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▽�
消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に
伴

い
、
低
所
得
者
へ
の
簡
素
な
給

付
が
実
施
さ
れ
ま
す
が
、
未
申

告
の
場
合
は
受
給
で
き
な
い

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
事
業
主
の
皆
さ
ま
へ

　
平
成
25
年
中
に
給
与
、
賃
金
な

ど
を
支
払
っ
た
場
合
は
、「
給
与

所
得
の
源
泉
徴
収
票
」を
作
成
し
、

す
べ
て
の
受
給
者
に
交
付
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、「
給
与
支
払
報
告
書
」は
、

職
業
形
態
、
支
払
い
金
額
に
か
か

わ
ら
ず
、
平
成
26
年
１
月
１
日
現

在
、
受
給
者
の
住
所
の
あ
る
市
町

村
に
、
１
月
31
日
金
ま
で
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

　
平
成
26
年
度
市
県
民
税

均
等
割
額
の
引
上
げ
　

　
「
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興

に
関
し
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す

る
防
災
の
た
め
の
施
策
に
必
要
な

財
源
の
確
保
に
係
る
地
方
税
の
臨

時
特
例
に
関
す
る
法
律
」
が
施
行

さ
れ
、
個
人
市
県
民
税
の
均
等
割

の
税
率
が
10
年
間
に
限
り
引
き
上

げ
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
改
正
は
、
東
日
本
大
震
災

を
教
訓
に
、
全
国
的
に
緊
急
に
実

施
す
る
必
要
性
が
高
く
、
即
効
性

の
あ
る
防
災
・
減
災
等
の
た
め
の

施
策
に
必
要
な
財
源
を
確
保
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、
平

成
26
年
度
か
ら
35
年
度
ま
で
の

間
、措
置
さ
れ
る
も
の
で
す
。（
市

民
税
５
０
０
円
、
県
民
税
５
０
０

円
、
計
１
０
０
０
円
の
引
上
げ
）

　
　
納
付
証
明
書
の
発
行

　
国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保
険

料
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

支
払
額
を
証
明
す
る
納
付
証
明
書

を
無
料
で
発
行
し
て
い
ま
す
。

　
必
要
な
方
は
本
庁
税
務
課
、
ほ

け
ん
課
ま
た
は
各
支
所
窓
口
に
て

お
申
し
出
く
だ
さ
い
。（
所
得
税

の
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
際
、

納
付
証
明
書
の
添
付
義
務
は
あ
り

ま
せ
ん
。）

【
問
い
合
わ
せ
】

▽
税
務
課

　
☎
２
２
‐
３
１
４
８

　
お
５
５
‐
３
１
４
８

　
（
国
民
健
康
保
険
税
）

▽
ほ
け
ん
課

　
☎
２
２
‐
３
１
４
５

　
お
５
５
‐
３
１
４
５

　

�（
介
護
保
険
料
・
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
）



申　告

　

太
陽
光
発
電
設
備

を
設
置
し
、
売
電
に

よ
る
収
入
が
生
じ
る

場
合
に
は
、
次
の
と

お
り
申
告
が
必
要
で

す
。

①�

個
人
が
自
宅
に
設

置
し
た
太
陽
光
発
電

に
よ
る
余
剰
電
力

を
売
却
し
た
際
、
売

電
収
入
金
額
か
ら
必

要
経
費
を
差
し
引
い

た
残
り
が
あ
る
場
合

は
雑
所
得
と
し
て
申

告
が
必
要
で
す
。
ま

た
、
店
舗
や
賃
貸
ア

パ
ー
ト
等
に
設
備
を

設
置
し
て
い
る
場
合

は
、
事
業
所
得
の
付

随
収
入
に
該
当
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

②�

全
量
売
電
し
て
い

る
設
備
に
つ
い
て

は
、
償
却
資
産
の
申

告
が
必
要
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ

　

税
務
課

☎
２
２
‐
３
１
４
８

お
５
５
‐
３
１
４
８
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太陽光発電による売電収入の申告について

　
固
定
資
産
税
（
土
地･

家
屋
・
償
却
資

産
）
は
、
１
月
１
日
現
在
、
所
有
者
と
し

て
登
記
（
登
録
）
さ
れ
て
い
る
方
に
課
税

さ
れ
ま
す
が
、
固
定
資
産
税
の
課
税
誤
り

や
課
税
も
れ
を
防
ぐ
た
め
、『
名
寄
帳
証

明
書
』
を
取
得
す
る
か
、
毎
年
５
月
に
送

付
す
る
『
固
定
資
産
税
納
税
通
知
書
』
の

課
税
明
細
書
を
ご
覧
に
な
り
、
ご
自
身
の

固
定
資
産
と
の
照
合
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
平
成
25
年
中
に
お
い
て
次
に
該

当
す
る
物
件
が
あ
れ
ば
、
税
務
課
資
産
税

係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▽�

家
屋
の
新
築
、
増
築
、
取
り
壊
し

▽�

未
登
記
家
屋
の
売
買
、
贈
与
等
に
よ
る

所
有
権
移
転

▽�

家
屋
の
用
途
変
更
（
住
宅
か
ら
店
舗
へ

の
変
更
な
ど
）

▽�

土
地
の
利
用
状
況
の
変
更
（
地
目
の
変

更
な
ど
）

ご自身の固定資産、しっかり把握していますか？

※�

家
屋
の
滅
失
も
れ
や
未
登
記
家
屋

の
所
有
権
移
転
な
ど
に
つ
い
て
は
、

届
け
出
が
な
か
っ
た
場
合
、
誤
っ

て
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す

の
で
、
必
ず
届
け
出
を
お
願
い
し

ま
す
。

平成 2 ６年度償却資産の申告について
　
会
社
や
個
人
で
事
業
（
製
造
業
・
農
林
業
・
サ

ー
ビ
ス
業
・
建
設
業
等
）
を
行
っ
て
い
る
方
で
、

平
成
26
年
１
月
１
日
現
在
、
阿
蘇
市
内
に
償
却
資

産
を
所
有
し
て
い
る
方
は
、
地
方
税
法
の
規
定
に

よ
り
、
そ
の
所
有
状
況
を
１
月
31
日
ま
で
に
申
告

し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
償
却
資
産
と
は
、
土
地
・
家
屋
以
外
の
事
業
の

用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
資
産
で
、
資
産
の
多

少
に
関
わ
ら
ず
申
告
が
必
要
で
す
。

●�

償
却
資
産　
▽
構
築
物
（
舗
装
路
面
、門
、塀
、

広
告
塔
な
ど
）
▽
機
械
及
び
装
置
（
各
種
加
工

製
造
用
機
械
、
農
業
用
機
械
な
ど
）
▽
車
両
及

び
運
搬
具（
大
型
特
殊
自
動
車
な
ど
。
た
だ
し
、

自
動
車
税
及
び
軽
自
動
車
税
の
対
象
と
な
る

も
の
に
つ
い
て
は
対
象
外
）
▽
工
具
器
具
及
び

備
品
（
商
品
陳
列
棚
、
パ
ソ
コ
ン
、
レ
ジ
ス
タ

ー
な
ど
）

●
申
告
方
法

　

�

12
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
し
た
「
償
却
資
産
申
告

書
」
に
、
所
有
し
て
い
る
資
産
を
ご
記
入
の
う

え
、
期
限
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
新
規

に
事
業
を
開
始
さ
れ
た
方
や
、
償
却
資
産
を
所

有
さ
れ
て
い
て
申
告
書
が
郵
送
さ
れ
な
か
っ
た

方
は
、
税
務
課
資
産
税
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
提
出
期
限
お
よ
び
提
出
先

▽
提
出
期
限　
１
月
31
日
金
ま
で

▽
提
出
先　
税
務
課
ま
た
は
各
支
所
市
民
係



税申告で障害者控除を受けられる場合があります
ほけん課 介護保険係　☎２２－３１４５　お５５－３１４５

申　請

　
害
者
手
帳
な
ど
の
交
付

を
受
け
て
い
な
い
場
合

で
も
、
次
に
該
当
す
る
方
で
、

か
つ
認
定
の
基
準
を
満
た
し
て

い
る
方
は
、
所
得
税
、
住
民
税

の
障
害
者
控
除
を
受
け
ら
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
控
除
を
受
け
た
い
場
合
は
、

申
告
時
に
認
定
書
が
必
要
に
な

り
ま
す
の
で
、
交
付
を
希
望
さ

れ
る
方
は
、
ほ
け
ん
課
介
護
保

険
係
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●�

認
定
書
の
対
象
者
（
次
の
す

べ
て
に
該
当
す
る
人
）

①�

平
成
25
年
12
月
31
日
現
在

（
年
の
途
中
に
死
亡
し
た
場

合
は
そ
の
日
）
で
阿
蘇
市
の

介
護
保
険
第
１
号
被
保
険

者
に
該
当
し
て
い
る
人

②�

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い

て
、
認
定
基
準
を
満
た
し
て

い
る
人
（
要
支
援
は
非
該

当
）

③�

身
体
障
害
者
手
帳
・
療
育
手

帳
・
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
・
戦
傷
病
者
手
帳
・

原
爆
症
認
定
書
等
を
所
持

し
て
い
な
い
人

障
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●
認
定
の
基
準

　
基
準
に
基
づ
き
、
介
護
保
険

の
認
定
情
報
等
に
よ
り
審
査
し

ま
す
が
、
単
に
要
介
護
度
だ
け

で
な
く
、
身
体
の
障
害
の
状
態

及
び
認
知
症
の
状
態
に
よ
る
自

立
度
も
含
め
て
判
定
し
ま
す
。

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方

で
あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
認
定

書
の
交
付
を
受
け
ら
れ
る
と
は

限
り
ま
せ
ん
。

●
申
請
方
法

▼
申
請
者　
本
人
ま
た
は
親
族

▼�

持
参
物　
介
護
保
険
証
、
印
鑑

▼
申
請
先　
市
役
所
ほ
け
ん
課

※�

申
請
用
紙
は
ほ
け
ん
課
及
び

各
支
所
市
民
係
の
窓
口
に

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
市
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※�

受
付
後
、
審
査
し
て
郵
送
で

交
付
し
ま
す
の
で
、
時
間
に

余
裕
を
も
っ
て
申
請
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
窓
口

で
の
即
時
交
付
は
で
き
ま

せ
ん
。（
10
日
前
後
の
期
間

を
要
し
ま
す
。）

介護保険の要介護認定を受けている方へ

《e-Tax をご利用の方へ》　証明書の有効期限は大丈夫？
市民課 戸籍係　☎２２－３１３５　お５５－３１３５

確　認

　
子
証
明
書
の
有
効
期
限
は
切
れ
て

い
ま
せ
ん
か
？
電
子
申
告
（
ｅ
‐

Ｔ
ａ
ｘ
）を
行
う
前
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●�

カ
ー
ド
に
記
載
さ
れ
た
有
効
期
限
で
は

あ
り
ま
せ
ん
！

　

�

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
住
基
カ
ー
ド
）

に
格
納
さ
れ
て
い
る
公
的
個
人
認
証

サ
ー
ビ
ス
の
電
子
証
明
書
は
、
有
効
期

間
が
３
年
間
と
な
っ
て
い
ま
す
。
更
新

手
続
き
は
有
効
期
限
が
切
れ
る
３
ヶ

月
前
か
ら
受
付
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

●
電
子
証
明
書
有
効
期
限
の
確
認
方
法

▽�

電
子
証
明
書
発
行
時
に
交
付
し
た
「
電

子
証
明
書
の
写
し
」
Ａ
４
サ
イ
ズ
１
枚

に
期
限
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

▽�

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
「
公
的
個
人
認
証
ポ

ー
タ
ル
サ
イ
ト
」
の
オ
ン
ラ
イ
ン
窓
口

で
検
索
で
き
ま
す
。

●
電
子
証
明
書
更
新
手
続
き
方
法

　
お
使
い
の
住
基
カ
ー
ド
と�

顔
写
真
付
き

　

�

の
身
分
証
（
運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー

ト
な
ど
）
を
持
参
の
う
え
、
市
民
課
ま

た
は
各
支
所
で
お
手
続
き
く
だ
さ
い
。

※
手
数
料
５
０
０
円

※�

電
子
証
明
書
更
新
と
住
基
カ
ー
ド
発
行

手
続
き
は
、
申
請
や
受
取
方
法
が
異
な

り
ま
す
。�

電



市税の延滞金と還付加算金の率の特例が見直されました
税務課 　☎２２－３１４８　お５５－３１４８

お知らせ

　
税
の
延
滞
金
と
還
付
加
算
金
の
率
の
特
例
が
見
直
さ
れ
、

平
成
26
年
１
月
１
日
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
最

近
の
低
金
利
の
状
況
か
ら
、
市
中
金
利
を
踏
ま
え
た
水
準
に
延
滞

税
の
割
合
の
特
例
を
見
直
し
た
も
の
で
す
。

市

市民の皆さまへ、大事なお知らせや制度などを紹介するコーナーです。
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現　行
率 特例 特例適用時の

延滞金等の率

延滞金

納期限の翌日から
1か月を経過した日以後 14.6% 特例なし 14.6%

納期限の翌日から
1か月を経過する日まで 7.3% （特例基準割合） 4.3%

還付加算金 7.3% （特例基準割合） 4.3%

率 特例（※ 2） 特例適用時の
延滞金等の率

延滞金

納期限の翌日から
1か月を経過した日以後 14.6% （特例基準割合）＋ 7.3％ 9.2%

納期限の翌日から
1か月を経過する日まで 7.3% （特例基準割合）＋ 1％ 2.9%

還付加算金 7.3% （特例基準割合） 1.9%

※ H25.12.31 まで

※H26.1.1 から改正後

（※１） 現行の特例基準割合・・・各年の前年の 11月 30 日の日本銀行法第 15条第 1項第 1号の規定
により定められる商業手形の基準割引率（従来の公定歩合のこと）に、年 4％を加算した率

（※２）�改正後の特例基準割合・・租税特別措置法第 93条第 2項の規定により財務大臣が告示する率（各
年の前々年の 10月から前年の 9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均）
に、年 1％を加算した率

（※３）�特例基準割合を、平成 23年 10 月から平成 24年 9月までの国内銀行の新規の短期貸出約定平
均金利の平均に年 1％を加算した率で算出しています。（平成 25年中の率で算出）
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